
事業者登録について

事業者登録を行った後の工事着工でなければ、契約書が対
象期間内でも補助の対象となりません。
利用する可能性のある方は早期にご登録をお願い致します。

登録はこどもみらい住宅支援事業のHPより行います。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

※下にスクロールすると各種登録の
項目が出てきます。

※ここをクリック

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/


※アカウント発行以来のページが表示されるので、
①氏名 ②メールアドレス ③確認事項の3カ所にチェック

※入力したアドレスに下記のメールが届くため、
URLをクリック



※下記の画面が表示さたら、
アカウントがメールで届くまで待ちます。

※アカウントが発行されるため、メールの下部
に記載のID・パスワードを使ってログイン。



※「補助事業ポータル」から事業者登録

※ここをクリック

※上段のタブを順にクリックして必要情報を入
力ししていく。



※事業者登録申請書を出力し、印鑑証明・法人
登記の写し等の必要書類と合わせて添付。

注意!!
〇書類を添付後、必ず「【5】登録申請」まで進んで
登録を完了してください。
〇補助事業ポータルにはその他にも、
アカウント利用者情報や口座登録の項目等があります
ので、こちらも必ず入力して下さい。
〇３月には「交付申請担当者の登録」があります。


